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我
が
国
の
「
単
回
使
用
医
療
機
器
（
Ｓ
Ｕ
Ｄ
）
」
再
使
用
検
討
の
現
状
及
び
今
後
の
国
の
施
策
に
関
す
る
質
問

主
意
書

厚
生
労
働
省
は
本
年
四
月
二
十
一
日
の
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会

医
療
機
器
・
体
外
診
断
薬
部
会
に
て
、
安
全
確
保
の
た

め
使
い
捨
て
に
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
「
単
回
使
用
医
療
機
器
（
Ｓ
Ｕ
Ｄ
）
」
に
つ
い
て
、
一
部
の
製
品
は
再
使
用
を
認
め

る
よ
う
制
度
を
改
正
す
る
こ
と
を
了
承
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
単
回
使
用
医
療
機
器
に
関
す
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「
単
回
使
用
医
療
用
具
に
関
す
る
取
り
扱

い
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
二
月
九
日
付
医
政
発
第
�
�
�
�
�
�
�
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
）
に
お
い
て
、
安
全

確
保
の
た
め
使
い
捨
て
に
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
単
回
使
用
品
で
あ
る
医
療
機
器
が
一
部
の

医
療
機
関
で
院
内
滅
菌
な
ど
の
処
理
が
行
わ
れ
再
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
視
さ
れ
、
前
出
の
医
政
局
長
通
知
が
発
出
さ

れ
た
後
も
、
複
数
回
の
医
政
局
長
通
知
を
「
再
告
知
」
と
し
て
発
出
し
、
関
係
者
に
対
し
関
連
す
る
通
知
等
の
遵
守
を
呼
び
か

け
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
我
が
国
の
「
単
回
使
用
医
療
機
器
（
Ｓ
Ｕ
Ｄ
）
」
の
再
使
用
検
討
の
現
状
及
び
今
後
の
国
の
施
策
に
つ

い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一



一

「
単
回
使
用
医
療
機
器
（
Ｓ
Ｕ
Ｄ
）
」
に
つ
い
て
、
一
部
の
製
品
は
再
使
用
を
認
め
る
よ
う
制
度
を
改
正
す
る
こ
と
を
薬

事
・
食
品
衛
生
審
議
会

医
療
機
器
・
体
外
診
断
薬
部
会
に
お
い
て
了
承
す
る
過
程
に
お
い
て
、
国
の
審
議
会
や
検
討
会
・

部
会
等
に
お
い
て
、
実
際
に
治
療
を
受
け
る
医
療
の
最
終
受
益
者
で
あ
る
患
者
及
び
患
者
会
か
ら
の
意
見
聴
取
等
を
実
施
し

た
の
か
。

二

Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
経
路
の
一
つ
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
幼
少
期
に
受
け
た
集
団
予
防
接
種
な
ど
の
際
の
注
射

器
の
連
続
使
用
に
よ
り
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
事
例
も
み
ら
れ
る
。
安
全
確
保
の
た
め
使
い
捨
て
に
す
る
よ
う
指

導
し
て
い
る
「
単
回
使
用
医
療
機
器
（
Ｓ
Ｕ
Ｄ
）
」
に
つ
い
て
、
一
部
の
製
品
は
再
使
用
を
認
め
る
よ
う
制
度
を
改
正
す
る

こ
と
は
、
新
た
な
事
案
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

三

ま
た
、
再
使
用
す
る
「
単
回
使
用
医
療
機
器
（
Ｓ
Ｕ
Ｄ
）
」
に
よ
る
治
療
に
対
す
る
患
者
の
同
意
等
含
め
た
医
療
従
事
者

に
よ
る
患
者
へ
の
十
分
な
説
明
責
任
の
義
務
化
及
び
、
患
者
の
安
全
・
安
心
確
保
に
関
し
て
の
科
学
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
を

伴
っ
た
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


